
⼀般社団法⼈宮城県公認⼼理師・臨床⼼理⼠協会 定款 
 
第１章 総則 
 
（名称） 
第１条 当法⼈は、⼀般社団法⼈宮城県公認⼼理師・臨床⼼理⼠協会（以下「当法⼈」とい

う。）と称する。英⽂表記は Miyagi Association of Certified Public Psychologists and 
Clinical Psychologists とする。 

 
（所在地） 
第２条 当法⼈は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。 
 
第２章 ⽬的及び事業 
 
（⽬的） 
第３条 当法⼈は、臨床⼼理学とその実践に関わる社会的活動及びその基礎となる研究活

動を促進し、会員の連携と相互の研鑽によって社会の健全な発展と幸福に寄与す
ることを⽬的とする。 

 
（事業） 
第４条 当法⼈は、次の事業を⾏う。 

（１）研修会等の開催 
（２）講演会の開催等の社会的諸活動 
（３）会報の発⾏及び関連情報の提供 
（４）その他、当法⼈の⽬的を達するために必要な事業 
 

（倫理及び関連機関との関係） 
第５条 当法⼈は、会員が専⾨職として⾼い倫理性を保持し、その資質の向上を図ることを

⽬的として、別に倫理規程を定める。倫理規程は理事会が定め、代議員会の承認を
得る。 

２ 前項の倫理規程は、次に掲げる倫理綱領及び倫理規程の趣旨を参照し、これらを準
⽤して定めるものとする。 

（１）公益社団法⼈⽇本公認⼼理師協会倫理綱領 
（２）⼀般社団法⼈⽇本臨床⼼理⼠会倫理規程 
（３）⼀般社団法⼈⽇本臨床⼼理⼠会倫理綱領 

３ 前項に掲げる倫理綱領及び倫理規程が改訂された場合には、当法⼈の倫理規程に



ついても、その内容を踏まえて必要な⾒直しを⾏うものとする。 
４ 当法⼈は、各種担当者を置き、⼀般社団法⼈⽇本臨床⼼理⼠会、公益社団法⼈⽇本

公認⼼理師協会その他関連機関及び団体と連携し、各種活動を⾏う。 
 

第３章 会員 
 
（法⼈の構成員） 
第６条 当法⼈に、次の会員を置く。 

正会員当法⼈の⽬的に賛同した者のうち、公認⼼理師法（平成⼆⼗七年法律第六⼗
⼋号）で定められた公認⼼理師（以下「公認⼼理師」という。）資格を有する者⼜
は公益財団法⼈⽇本臨床⼼理⼠資格認定協会が認定する臨床⼼理⼠（以下「臨床⼼
理⼠」という。）資格を有する者であって、宮城県内に在住若しくは在勤する者、
⼜は過去に宮城県内に在住若しくは在勤していた者 

２ 当法⼈は社員代議員制度を採⽤し、正会員から選出された代議員をもって⼀般社
団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律（平成１８年法律第４８号）（以下「法⼈法」
という。）上の社員とする。 

３ 代議員の定数は２５名以上３５名以内とする。 
４ 代議員は正会員による選挙（以下「代議員選挙」という。）により選出する。代議

員選挙を⾏うために必要な選挙規程は理事会において定める。 
５ 正会員は、等しく代議員の被選挙権及び選挙権を有する。 
６ 代議員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

代議員会の終結の時までとする。 
７ 代議員に⽋員が⽣じた場合は、補⽋の代議員を選任することができる。補⽋代議員

の選任及びその任期その他必要な事項は、選挙規程で定める。 
８ 正会員は、社員に認められる権利に準じて、定款の定めるところにより、当法⼈に

対し次に掲げる書類等の閲覧⼜は謄写を請求することができる。 
（１）法⼈法第１４条第２項の権利（定款の閲覧等） 
（２）法⼈法第３２条第２項の権利（社員名簿の閲覧等） 
（３）法⼈法第５７条第４項の権利（社員総会の議事録の閲覧等） 
（４）法⼈法第５０条第６項の権利（社員の代理権証明書⾯等の閲覧等） 
（５）法⼈法第５１条第４項及び第５２条第５項の権利（議決権⾏使記録の閲覧等） 
（６）法⼈法第１２９条第３項の権利（計算書類等の閲覧等） 
（７）法⼈法第２２９条第２項の権利（清算法⼈の貸借対照表等の閲覧等） 
（８）法⼈法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項の権利 

（合併契約書等の閲覧等） 
 



（⼊会） 
第７条 当法⼈の⽬的に賛同し、正会員として⼊会しようとする者は、所定の⼿続きにより、

代表理事（会⻑）に申し込み、理事会の承認を得なければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、理事会は、⼊会の承認に関する権限を代表理事に委任す

ることができる。委任の範囲及び⽅法は理事会で定める。 
３ 代表理事は、前項の規定により⼊会を承認したときは、その内容を次回の理事会に

報告しなければならない。 
 

（会費） 
第８条 会員は、代議員会において別に定める会費を納⼊しなければならない。 

２ 会員は会費を納⼊することができない特別な事由がある時は、その延期、減額、⼜
は免除の申し出をすることができる。 

３ 前項の申出の⼿続き及び取扱いは、理事会が別に定める。 
 

（任意退会） 
第９条 会員は、所定の⼿続きに基づき退会届を代表理事（会⻑）に提出し、任意に退会す

ることができる。 
２ 前項の規定により退会した場合であっても、未納の会費その他当法⼈に対する債

務を免れるものではない。 
３ 退会しても、既に開始された懲戒（除名等）⼿続を妨げない。 
 

（会員資格の喪失） 
第１０条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員資格を喪失する。 

（１）当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受けたとき、⼜は解散したとき 
（２）公認⼼理師及び臨床⼼理⼠の資格を有する者について、そのいずれの資格も

喪失したとき 
（３）公認⼼理師資格のみを有する者について、公認⼼理師法第３２条第１項⼜は

第２項の規定により公認⼼理師の登録を取り消されたとき 
（４）公認⼼理師資格のみを有する者について、公認⼼理師法第３３条の規定によ

り公認⼼理師の登録を消除されたとき 
（５）臨床⼼理⼠資格のみを有する者について、その資格を喪失したとき 
（６）臨床⼼理⼠資格のみを有する者について、公益財団法⼈⽇本臨床⼼理⼠資格

認定協会の臨床⼼理⼠倫理規程に基づき臨床⼼理⼠の登録の抹消処分を受
けたとき 

（７）除名されたとき 
（８）２年以上会費を滞納し、相当期間を定めた督促にもかかわらず納⼊されず、



理事会の決議により会員としての資格を喪失したとき 
 

（除名） 
第１１条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会の決議により、当該会

員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該決議に先⽴ち、弁
明の機会を与えなければならない。 

（１）当法⼈の定款⼜は当法⼈が定める規程に違反したとき 
（２）当法⼈の名誉を傷つけ、⼜は当法⼈の⽬的に反する⾏為をしたとき 
（３）その他会員として著しく不適当と認められる⾏為があったとき 

 
（会員資格の停⽌） 
第１２条 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員資格を停⽌する。 

（１）公認⼼理師資格を有する者について、公認⼼理師法第３２条第２項の規定に
より⼀定期間の公認⼼理師の名称及びその名称中における⼼理師という⽂字
の使⽤の停⽌処分を受けたとき 

（２）臨床⼼理⼠資格を有する者について、公益財団法⼈⽇本臨床⼼理⼠資格認定
協会の臨床⼼理⼠倫理規程に基づき⼀定期間の臨床⼼理⼠の登録停⽌処分を
受けたとき 

２ 前項の資格停⽌中の会員は、当法⼈における会員としての権利を⾏使できない。 
 
（権利） 
第１３条 会員は、当法⼈が主催する諸事業及び諸活動に参加することができる。 

２ 会員は、当法⼈が発⾏する会報等の出版物の配布を受けることができる。 
 

（義務） 
第１４条 会員は、当法⼈の定款及び当法⼈が定める規程を遵守しなければならない。 

２ 会員は、代議員会において別に定める会費を、所定の期⽇までに納⼊しなければ
ならない。 

３ 会員は、別に定める倫理規程を遵守しなければならない。また、公益社団法⼈⽇
本公認⼼理師協会倫理綱領、⼀般社団法⼈⽇本臨床⼼理⼠会倫理規程、及び⼀般
社団法⼈⽇本臨床⼼理⼠会倫理綱領を遵守しなければならない。 

４ 会員は、次の各号のいずれかに該当するに⾄った場合は、直ちに当法⼈にその旨
を報告しなければならない。 

（１）公認⼼理師法第３２条により公認⼼理師の登録の取り消し、⼜は⼀定期間の
公認⼼理師の名称及び名称中における⼼理師という⽂字の使⽤の停⽌を命ぜ
られたとき 



（２）臨床⼼理⼠資格を喪失したとき 
（３）公益財団法⼈⽇本臨床⼼理⼠資格認定協会の臨床⼼理⼠倫理規程に基づき臨

床⼼理⼠の登録の抹消処分⼜は⼀定期間の停⽌処分を受けたとき 
 

第４章 代議員会 
 
（構成） 
第１５条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。 

２ 前項の代議員会をもって法⼈法に規定する社員総会とする。 
 

（権限） 
第１６条 代議員会は、次の事項について決議する。 

（１）⼊会⾦及び会費の額 
（２）役員の選任及び解任 
（３）役員の報酬等の額及び役員の報酬等の⽀給基準 
（４）会員の除名 
（５）計算書類及び財産⽬録の承認 
（６）定款の変更 
（７）解散及び残余財産の処分 
（８）法令⼜は本定款で定められた事項 

 
（開催） 
第１７条 代議員会は、毎事業年度終了後３か⽉以内に毎年１回定時代議員会を開催する

ほか、必要がある場合には臨時代議員会を開催する。 
（招集） 
第１８条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理

事が招集する。 
２ 代表理事に事故があるとき⼜は⽋けたときは、あらかじめ理事会の決議により

定めた理事がこれを招集する。 
３ 総代議員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する代議員は、代表理事に対

し、代議員会の⽬的事項及び招集理由を⽰して招集を請求することができる。 
４ 代議員会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書

⾯⼜は電磁的⽅法により、開催⽇の２週間前までに通知しなければならない。 
 

（招集⼿続の省略） 
第１９条 代議員会は、代議員の全員の同意があるときは、招集の⼿続を経ることなく開催



することができる。 
 
（決議の省略） 
第２０条 理事⼜は代議員が代議員会の⽬的である事項について提案をした場合において、

当該提案につき代議員の全員が書⾯⼜は電磁的⽅法により同意の意思表⽰をし
たときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。 

 
（報告の省略） 
第２１条 理事が代議員の全員に対して代議員会に報告すべき事項を通知した場合におい

て、当該事項を代議員会に報告することを要しないことにつき代議員の全員が
書⾯⼜は電磁的⽅法により同意したときは、当該事項の報告があったものとみ
なす。 

 
（議⻑） 
第２２条 代議員会の議⻑は、その代議員会において出席した代議員の中から選任する。 
 
（定⾜数） 
第２３条 代議員会は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員の出席を要する。 
 
（議決権） 
第２４条 代議員会における議決権は、代議員１名につき１個とする。 
 
（決議） 
第２５条 代議員会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した

代議員の過半数をもって⾏う。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員

の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって⾏う。 
（１）会員の除名 
（２）監事の解任 
（３）定款の変更 
（４）解散 
（５）その他法令で定められた事項 
 

（書⾯決議等） 
第２６条 代議員は、あらかじめ通知された事項について、書⾯⼜は電磁的⽅法により議決

権を⾏使し、⼜は他の代議員を代理⼈として議決権の⾏使を委任することがで



きる。 
２ 前項の場合においては、当該代議員は出席したものとみなす。 
 

（議事録） 
第２７条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、議⻑が記名押印（電⼦署名を含む。）をしなければならない。 
 

第５章 役員 
 
（役員の設置） 
第２８条 当法⼈に、次の役員を置く。 

（１）理事５名以上１８名以内 
（２）監事２名以内 

２ 当法⼈に、会⻑１名、副会⻑３名、事務局⻑１名を置く。 
３ 前項の会⻑をもって法⼈法上の代表理事とする。 
４ 会⻑、副会⻑及び事務局⻑を法⼈法上の業務執⾏理事とする。 
５ 前各項のほか、必要に応じて業務執⾏理事を置くことができる。 
 

（役員の選任等） 
第２９条 理事及び監事は、代議員会の決議により選任する。 

２ 理事及び監事は、代議員の中から選出する。ただし、理事については、組織運営
上必要があるときは、正会員の中から若⼲名を選出することができる。選出⽅法
その他必要な事項は、選挙規程で定める。 

３ 当法⼈は、部会⻑及び委員⻑を置く。部会⻑及び委員⻑は、代議員の中から選出
された者のうち、代議員会により理事として選任された者が就任する。 

４ 代議員は、協議により理事の候補者を選定し、理事候補者名簿として代議員会に
提出することができる。理事候補者名簿の作成⼿続及び提出⽅法その他必要な
事項は、選挙規程で定める。 

５ 前項の理事候補者名簿には、原則として、次に掲げる者を含めるものとする。 
（１）会⻑、副会⻑及び事務局⻑として就任を予定する者 
（２）各部会の部会⻑として就任を予定する者 
（３）各委員会の委員⻑として就任を予定する者 

６ 前項に定める⼈数⼜は構成は、⽋員その他やむを得ない事情がある場合には、理
事会の決議により変更することができる。この場合、理事会はその理由及び内容
を代議員会に報告しなければならない。 

７ 会⻑、副会⻑及び事務局⻑は、理事会の決議により理事の中から選定する。 



８ 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 
 

（理事の職務及び権限） 
第３０条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、当法⼈の職務を

執⾏する。 
２ 会⻑は、当法⼈を代表し、その業務を執⾏する。 
３ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故あるとき、⼜は会⻑が⽋けたときは、その

職務を代⾏する。 
 

（監事の職務及び権限） 
第３１条 監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作

成する。また、監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、
当法⼈の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 
（役員の任期） 
第３２条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時代議員会の終結のときまでとする。 
２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時代議員会の終結のときまでとする。 
３ 補⽋⼜は増員として選任された理事及び補⽋として選任された監事の任期は、

前任者⼜は他の在任者の残任期間とする。 
４ 理事⼜は監事は、その任期が満了した場合であっても、後任者が就任するまでの

間は、引き続き理事⼜は監事としての権利義務を有する。 
 

（解任） 
第３３条 役員は、代議員会の決議によって解任することができる。 
 
（報酬等） 
第３４条 役員に対して、代議員会で定める総額の範囲内において、理事会が別に定める基

準に従い報酬等を⽀給することができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、役員は、その職務執⾏において必要な実費弁償を受け

ることができる。 
 

（損害賠償責任の免除） 
第３５条 法⼈法第１１２条の規定については、社員を代議員と読み替えて適⽤する。 
 



（理事会による損害賠償責任の免除） 
第３６条 当法⼈は、法⼈法第１１４条第１項の規定により、任務を怠ったことによる理事

⼜は監事（理事⼜は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度に
おいて理事会の決議によって免除することができる。 

 
第６章 理事会 
 
（構成） 
第３７条 当法⼈に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
３ 監事は理事会に出席し、必要に応じて意⾒を述べることができる。 
 

（権限） 
第３８条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を⾏う。 

（１）当法⼈の業務執⾏の決定 
（２）理事の職務の執⾏の監督 
（３）会⻑、副会⻑、事務局⻑及びその他の業務執⾏理事の選定及び解職。ただし、

これらの役職の解職は、当該者の理事としての地位に影響を及ぼさない。 
 

（招集） 
第３９条 理事会は、会⻑が招集する。 

２ 会⻑に事故があるとき、⼜は会⻑が⽋けたときは、副会⻑が理事会を招集する。 
３ 前項の場合において副会⻑が理事会を招集できないときは、あらかじめ理事会

の決議により定めた理事がこれを招集する。 
４ 理事会の議⻑は、副会⻑がこれに当たる。ただし、理事会が必要と認めた場合は、

他の理事を議⻑とすることができる。 
５ 副会⻑に事故があるとき、⼜は副会⻑が⽋けたときは、出席した理事の互選によ

り議⻑を定める。 
６ 理事会は、理事及び監事が相互に意思疎通を図ることができる⽅法により開催

することができる。この場合、当該⽅法により出席した理事及び監事は、理事会
に出席したものとみなす。 

 
（決議） 
第４０条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって⾏う。 
 



（理事の職務執⾏状況の報告） 
第４０条の２ 代表理事及び業務執⾏理事は、毎事業年度に四箇⽉を超える間隔で⼆回以

上、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に報告しなければならない。 
 
（理事会の決議の省略） 
第４１条 理事が理事会の決議の⽬的である事項について提案をした場合において、当該

提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の
全員が書⾯⼜は電磁的⽅法により同意の意思表⽰をしたとき（監事が当該提案
について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議
があったものとみなす。 

 
（理事会への報告の省略） 
第４２条 理事⼜は監事が役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、

当該事項を理事会へ報告することを要しない。 
２ 前項の規定は、理事の⾃⼰の職務の執⾏状況に関する報告については、適⽤しな

い。 
 

（議事録） 
第４３条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印（電⼦署名を含む。）をしな
ければならない。 

 
第７章 内部組織 
 
（部会） 
第４４条 当法⼈は、その⽬的を達成するため、次の部会を置く。 

（１）医療部会 
（２）保健福祉部会 
（３）教育臨床部会 
（４）三部合同部会 
（５）⼤学教育部会 

２ 正会員は、前項に定める部会のうち、いずれか１つに所属するものとする。 
３ 部会には部会⻑を置く。部会⻑は、当該部会の構成員の中から選出する。 
４ 部会⻑の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時代議員会の終結のときまでとする。 
５ 部会は、当法⼈の⽬的の範囲において活動し、その活動状況を理事会に報告する。 



６ 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、各部会が別に定める規程による。 
 

（委員会） 
第４５条 当法⼈は、その⽬的を達成するため、理事会の決議⼜は代表理事の決定により、

必要な委員会を置くことができる。代表理事が委員会を設置した場合は、次回理
事会に報告しなければならない。 

２ 委員会には委員⻑を置く。委員⻑は、当委員会に所属する委員の中から、選挙規
程で定める⽅法により選出する。 

３ 委員⻑の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す
る定時代議員会の終結のときまでとする。 

４ 委員会の委員は、正会員の中から選任する。 
５ 委員会は、当法⼈の⽬的の範囲において活動し、その活動状況を理事会に報告す

る。 
６ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該委員会が別に定める規程によ

る。 
 

（プロジェクト） 
第４６条 当法⼈は、正会員による⾃主的かつ機動的な活動を推進するため、理事会の決議

により、特定の事業⼜は活動を⾏うプロジェクト（ワーキンググループその他こ
れに類する活動組織を含む。）を設置することができる。 

２ プロジェクトには、プロジェクトリーダーを置き、正会員の中から選任する。 
３ プロジェクトは、その活動の性質に応じて、ワーキンググループ、研究班、プロ

ジェクトチームその他の名称を⽤いることができる。 
４ プロジェクトは、当法⼈の⽬的の範囲において活動し、その活動状況及び収⽀に

ついて理事会に報告しなければならない。 
５ プロジェクトの設置、運営及び終了その他必要な事項は、理事会が別に定める。 
 

（事務局） 
第４７条 当法⼈に事務局を置く。 

２ 事務局には所要の職員を置く。 
３ 職員は、代表理事が選任し、解任する。この場合において、代表理事は、その内

容を理事会に報告しなければならない。 
４ 事務局員は、正会員の中から選任することができる。 
５ 事務局は、当法⼈の事務を処理する。 
６ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の定める基本⽅針に基づき、

代表理事が別に定める。 



 
第８章 資産及び会計 
 
（剰余⾦の処分制限） 
第４８条 当法⼈は、剰余⾦の分配を⾏わない。 
 
（事業年度及び会計年度） 
第４９条 当法⼈は、会費その他の収⼊をもって運営する。 

２ 事業年度及び会計年度は、毎年４⽉１⽇から翌年３⽉３１⽇の年１期とする。 
 

（事業計画及び収⽀予算） 
第５０条 当法⼈の事業計画書及び収⽀予算書は、理事会の決議をもって定め、定時代議員

会に報告する。 
２ 事業計画⼜は収⽀予算の重要な変更については、理事会の決議をもって⾏い、次

回の代議員会に報告する。 
３ 前事業年度の収⽀予算が新事業年度開始までに定まらない場合には、理事会の

決議により、前事業年度の予算に準じて必要な⽀出を⾏うことができる。 
４ 前各項の書類は、主たる事務所に備え置き、⼀般の閲覧に供する。 
 

（事業報告及び決算） 
第５１条 当法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後３か⽉以内に理事会

において作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時代議員会に
提出し、次の書類については承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 
（２）貸借対照表 
（３）正味財産増減計算書 
（４）財産⽬録 

２ 前項の書類のほか、監査報告及び役員名簿を主たる事務所に５年間備え置き、⼀
般の閲覧に供するものとする。 

３ 定款、会員名簿及び代議員名簿については主たる事務所に備え置くものとする。 
４ 前項の規定にかかわらず、会員名簿及び代議員名簿の記載事項のうち、個⼈の住

所については、⼀般の閲覧に供しないものとする。 
５ 貸借対照表は、定時代議員会の終結後遅滞なく公告する。 
 

第９章 定款の変更、合併及び解散 
 



（定款の変更） 
第５２条 この定款は、代議員会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決

権の３分の２以上に当たる多数をもって変更することができる。 
 
（合併等） 
第５３条 当法⼈は、代議員会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権

の３分の２以上に当たる多数をもって、他の法⼈法上の法⼈との合併、事業の全
部⼜は⼀部の譲渡をすることができる。 

 
（解散） 
第５４条 当法⼈は、代議員会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権

の３分の２以上の決議その他法令で定められた事由により、解散する。 
 
（残余財産の処分） 
第５５条 当法⼈が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公

益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法
⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するものとする。 

 
第１０章 公告の⽅法 
 
（公告の⽅法） 
第５６条 当法⼈の公告は、主たる事務所の公衆の⾒やすい場所に掲⽰する⽅法により⾏

う。 
 
（法令の準拠） 
第５７条 この定款に定めのない事項は、全て法⼈法その他の法令に従う。 
 
 
附則 
（設⽴時社員） 
附則第１条 当法⼈の設⽴時社員の⽒名及び住所は、次のとおりとする。 

（省略） 
 
（設⽴当初の代議員に関する特例） 
附則第２条 当法⼈の設⽴後最初に選任される代議員については、第６条第４項の規定に

かかわらず、設⽴時社員の決議により、正会員の中から選任することができる。 



２ 前項により選任された代議員の任期は、第６条第６項の規定にかかわらず、最
初の代議員選挙により選任された代議員が就任するまでとする。 

 
（特例の失効） 
附則第３条 前条に基づき選任された代議員は、最初の代議員選挙により選任された代議

員が就任した時をもって退任する。 
２ 前項の時をもって、附則第２条の規定はその効⼒を失う。 

 
（設⽴時社員の地位の特例） 
附則第４条 設⽴時社員は、最初の代議員選挙により選任された代議員が就任した時をも

って、当法⼈の社員の地位を喪失する。 
 
（最初の事業年度） 
附則第５条 当法⼈の最初の事業年度は、法⼈の成⽴の⽇から令和８年３⽉３１⽇までと

する。 
 
（設⽴時役員） 
附則第６条 当法⼈の設⽴時理事、設⽴時代表理事及び設⽴時監事は、次のとおりとする。 

１ 設⽴時理事 
⽒名 東海林 渉 
⽒名 ⼤島 進吾 
⽒名 上⻄ 創 
⽒名 若島 孔⽂ 
⽒名 久保 順也 

２ 設⽴時代表理事 
住所 （省略） 
⽒名 東海林 渉 

３ 設⽴時監事 
⽒名 秋⽥ 恭⼦ 
⽒名 ⼤関 信隆 
 

（施⾏期⽇） 
附則第７条 この定款は、法⼈の成⽴の⽇から施⾏する。 
 
 


